
 

令和 5年度 幼稚園型認定こども園 つくし幼稚園 園児募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 募集人数 

 

1歳児たまご組 
令和 3年 4月 2日～令和 4年 4月 1日 

 ※入園時に 1歳 3か月以上であること 
3号認定 21人 

2歳児ひよこ組 令和 2年 4月 2日～令和 3年 4月 1日生 3号認定 21人 

満 3歳児ぱんだ組 
令和 2年 4月 2日生～ 

(満 3歳の誕生日の翌月より入園可能) 
1号認定 18人 

年少組 平成 31年 4月 2日～令和 2年 4月 1日生 1・2号認定 30人 

年中組 平成 30年 4月 2日～平成 31年 4月 1日生 1・2号認定 若干名 

年長組 平成 29年 4月 2日～平成 30年 4月 1日生 1・2号認定 若干名 

                   

 

 

 

 
 

 

② 願書配布  

令和 4年 10月 1日(金)より本園にて願書を配布します。  

 

③ 願書受付 

○ 期 日   令和 4年 11月 1日（火） 10:00～11:30 

       ※入園許可は、先着順ではありません。9：30頃までは送迎の車で混雑します。 

○ 入園願書に所定の事項を記入の上、入園事務手数料 2,000 円を添えて本園受付までお申し込み

ください。 

○ 入園申込者には面接日時を記入した願書受付票をお渡しします。 

 

④ 面接・入園決定・今後の予定等 

○ 面  接   令和 4年 11月 1日（火）本園にて面接をします。（13:00～） 

           願書受付票に指定してある時間に保護者同伴でおいでください。 

○ 入園決定   面接後、結果と合格の方には 11月 29日(火)の入園周知会(制服採寸・用品申込・ 

スクールバス申込)の案内を郵送にてお知らせいたします。 

○ 体験入園   12月～3月にかけて月に１回、幼稚園に慣れるために教諭や友だちと遊んで集団 

生活を体験します。（午前中の予定。但し 12月のクリスマス会は午後） 

○ 制服用品渡し     3月下旬にお渡しします。 

 

 

☆１号認定の方の手続きは次の②～④の通りです。 

☆２・３号認定の手続きは⑤の通りです。詳細は広報たかまつに掲載予定。 

☆⑥～は、全員の方に関係があるのでお読みください。 

１号認定  満３歳以上 (幼稚園部門) 教育を希望する方     

２号認定  満３歳以上 (保育園部門) 教育と保育を希望する方  

３号認定  満３歳未満 (保育園部門) 教育と保育を希望する方 

☆2・3号認定のお子様は保護者の就労に関係なく質の高い教育・保育が受けられます。

なお、2・3号認定申込は、高松市在住者のみです。 

 

 

 

 

 



⑤ ２・３号認定の手続きについて 

○市の指定する申し込み期間内(11/4～11/22)に必要書類を園にご提出ください。高松市の利用調整

後(例年 2月中頃)、利用先が本園になった方はその後にある入園周知会(制服採寸・用品申込・健

康診断)の日に入園事務手数料 2,000円を納めてください。制服・用品は 3月下旬にお渡しします。 

 

⑥ 保育時間・預かり保育・延長保育                  （平日１日の料金） 

 

  区分 

 

 

時間 

１号認定 ２・３号認定 

教育標準時間 

保育短時間 

(最長 8:30～16:30 の 

8 時間までの利用) 

保育標準時間 

(最長 7:30～18:30 の 

11 時間までの利用) 

７：３０ 

８：３０ 

預かり保育 

100 円 

延長保育 

100 円 

保育時間 

（7：30～18：30） 

 

１５：００ 

保育時間 

（8：30～15：00） 

※水曜日は 13：30 

保育時間 

（8：30～16：30） 

１６：３０ 預かり保育 

(保育終了後～17：00）100 円 

 １７：００ 
 

 

延長保育(16：30～19：00) 

30 分ごとに 100 円 

 

１８：３０ 預かり保育(17：00～19：00) 

30 分ごとに 100 円 

１９:００ 

延長保育 

(18：30～19：00) 300 円 

  ※1号認定は春休み、夏休み、冬休みの長期休業があります。長期休業中の預かり料金は次の通りです。（日額） 

    7：30～ 8：30 100円 

    8：30～16：30 500円 【8：30～12：30、12：30～16：30の各々半日利用は 300円】 

    16：30以降は 30分ごとに 100円加算。19時まで。 

  ※1号認定は 4月中や長期休業中の前後に午前保育(11：30降園)があります。 

  ※2・3号認定は入園当初に、段階的に保育時間を延ばしていくならし保育があります。 

   

⑦ 1号認定預かり保育料について 

 高松市より「保育の必要性の認定」を受けた場合は、預かり保育の利用実態に応じて、450円×月

の利用日数と実際に支払った金額の低い方の金額が月 11,300円までの範囲で市より還付されます。    

但し、満３歳児クラスは保育の必要性に加え住民税非課税世帯が対象です。申請される場合は園に

お申し出ください。必要書類をお渡しします。 

 
⑧ 経費(月額) ８月も同額です 

保育料 
・１号認定と２号認定は無償 

・３号認定は高松市の定める利用料金 

給食費 

・１号認定       290円×月の実施回数分  

・２号認定       340円(おやつ代を含む)×月の実施回数分 

・３号認定         0円(保育料に含まれます) 

クリーニング代 
・３号認定は昼食後「お昼寝」があります。 

・衛生管理上、専門業者へクリーニングに園から出します。  840円  

その他 

・特別活動費  2,000円  

・保護者会費   500円 

・スクールバス代(利用者のみ)距離に応じて 2,700～3,100円（片道は半額） 

        ※満 3歳児未満はスクールバスは利用できません 

  親子遠足バス代、写真代（入園式・修了式）等は随時集金させていただきます。 

 

 

 

 

 


